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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　多重サブキャリア通信システムにおけるピーク対平均電力比ＰＡＰＲ低減の方法であっ
て、種々の変調スキームが前記サブキャリアの種々の組に使用され、
　サブキャリアの各組にそれぞれ適用されることになるＰＡＰＲ低減方法を、各組に使用
される対応する変調スキームに応じて、自動的に選択することによって、前記サブキャリ
アの組に使用される変調スキームに応じて、複数のＰＡＰＲ低減方法から前記ＰＡＰＲ低
減方法を選択するステップを含み、
　部分系列伝送ＰＴＳのＰＡＰＲ低減方法を含む第１のＰＡＰＲ低減方法を、第１の変調
スキームを使用する前記サブキャリアの前記組のうちの第１の組に適用するステップと、
　第２の、別のタイプのＰＡＰＲ低減方法を、前記第１の変調スキームより低い変調スキ
ームである第２の変調スキームを使用する前記サブキャリアの前記組のうちの第２の組に
適用するステップと
によって特徴付けられる、方法。
【請求項２】
　前記第２のＰＡＰＲ低減方法が、クリッピングを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記第２のＰＡＰＲ低減方法が、適応コンステレーション拡張を含む、請求項１に記載
の方法。
【請求項４】
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　前記第２のＰＡＰＲ低減方法が、トーン・インジェクションを含む、請求項１に記載の
方法。
【請求項５】
　前記第１の変調スキームが、１６ＱＡＭ変調スキームである、請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記第１の変調スキームが、６４ＱＡＭ変調スキーム、または６４ＱＡＭより高い変調
スキームのうちの一方である、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　同時にサブキャリアの別の組を使用する少なくとも２人のユーザがおり、前記組のそれ
ぞれが別の変調スキームを使用し、
　前記少なくとも２人のユーザについて機能する少なくとも２つの別のＰＡＰＲ低減方法
を使用するステップ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　ユーザ・データに使用されないサブキャリア上に、ＰＡＰＲ低減のための補償信号を伝
えるステップ
を含む請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　サブキャリアの前記組に使用される前記変調スキームを判定するステップ
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　サブキャリアの前記組を含むコンポジット信号のピークを判定するステップと、
　少なくとも１人のユーザのピークに対する貢献を判定するステップと、
　前記少なくとも１人のユーザに使用される変調スキームを判定するステップと、
　前記少なくとも１人のユーザに使用される前記判定された変調スキームに応じて、前記
少なくとも１人のユーザについて前記ＰＡＰＲ低減方法を選択するステップと
を含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　複数のユーザのそれぞれのピークに対する貢献を判定するステップと、
　前記複数のユーザのそれぞれに使用される変調スキームを判定するステップと、
　各ユーザについて判定された対応する変調スキームに応じて、前記複数のユーザのそれ
ぞれについて前記ＰＡＰＲ低減方法を選択するステップと
を含む、請求項１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記選択されたＰＡＰＲ低減方法を使用して、サブキャリアの前記組を含むコンポジッ
ト信号のピークの大きさを低減するステップを
含む、請求項１乃至１１のいずれか１項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、通信に関する。より詳細には、本発明は、通信における電力制御に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線および有線通信システムは、よく知られており、広く用いられている。良好かつ信
頼性の高い通信を容易にすることに関連した課題はいろいろある。１つは、電力レベルを
管理することである。
【０００３】
　マルチキャリア伝送は、例えば、デジタル加入者回線ＤＳＬ技術についての離散マルチ
トーン伝送ＤＭＴ、およびＷＬＡＮ、ＷｉＭＡＸ、ＤＶＢまたは次世代のＥ－ＵＴＲＡ無
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線通信規格についての直交周波数分割多重ＯＦＤＭによる有線および無線の用途に使用さ
れることが多い。マルチキャリア伝送の主な欠点は、伝送信号のピーク対平均電力比ＰＡ
ＰＲの高いことである。高いＰＡＰＲは、電力増幅器の動作がほぼ線形に保たれるように
、最大電力からの大きい電力増幅器バックオフが必要であり、特定の電力増幅器の平均伝
送電力および電力効率を下げる。
【０００４】
　部分系列伝送ＰＴＳ、クリッピング、適応コンステレーション拡張、トーン・インジェ
クションおよびトーン・リザベーションを含む多数の技術が、ＰＡＰＲを低減するために
提案されている。
【０００５】
　これらの技術のうちで、ＰＴＳを適用することは特に有利であるように思われ、それは
、帯域内伝送信号にまったくエラーを取り込まないので、帯域外放出が起きず、伝送信号
の出力電力を増大または減少させない。知られているように、ＰＴＳは、１つの回転因子
を、Ｎ個のオーバーラップしていないサブベクトルそれぞれに適用する。すべてのサブベ
クトルは、ＯＦＤＭシンボル毎に１つの回転因子による乗法によって特徴付けられる。回
転因子は、通常、単位円における回転因子の離散集合、例えば、｛１、ｊ、－１、－ｊ｝
から選択され、それにより、伝送エネルギーが保存される。
【０００６】
　上述されている他の技術はそれぞれ、いくつかの弱点をはらんでいる。クリッピングは
、帯域内および帯域外歪みをもたらす。適応コンステレーション拡張およびトーン・イン
ジェクションは、伝送電力を変化させ、特定の受信機設計が必要である。トーン・リザベ
ーションおよび部分系列伝送は、伝送システムの容量またはデータ・レートを下げる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　多重サブキャリア通信システムにおけるピーク対平均電力比ＰＡＰＲ低減の例示的な方
法が、サブキャリアの組に使用される変調スキームに応じて、複数のＰＡＰＲ低減方法か
ら１つのＰＡＰＲ低減方法を選択するステップを含む。選択されたＰＡＰＲ低減方法は、
サブキャリアの組に適用される。
【０００８】
　本発明の様々な特徴および利点は、以下の詳細な説明により当業者には明らかになるで
あろう。詳細な説明に付随する図面は、以下のように簡潔に説明可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態により使用される実施例手順を要約しているフローチャート図
である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　図１は、コンポジット信号が通信に使用される場合のピーク対平均電力比ＰＡＰＲを低
減するための実施例手法を要約しているフローチャート図２０を含む。この実施例は、２
２から開始し、コンポジット信号におけるピークが識別される。一実施例においては、コ
ンポジット信号と共に使用される増幅器はアナログ波形を有するので、これは、アナログ
信号を近似するオーバサンプリングされたドメイン内で起きる。
【００１１】
　２４において、コンポジット信号の各ユーザの識別されたピークに対する貢献が判定さ
れる。２６において、各ユーザによって使用されるサブキャリアの組およびサブキャリア
の各組に使用される変調スキームが判定される。ほとんどの状況において、このような情
報は、コンポジット信号が使用されている通信システムによって既に知られている。
【００１２】
　２８において、ＰＡＰＲ低減方法が、ユーザのうちの少なくとも１人について選択され
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る。ほとんどの状況において、ＰＡＰＲ低減方法がサブキャリアの対応する各組に有用に
なるように、複数のユーザは、コンポジット信号のピークに対する貢献を有することにな
る。この実施例の１つの特徴は、サブキャリアの各組に使用される変調スキームが、サブ
キャリアの対応する組について選択されるＰＡＰＲ低減方法を決定付けることである。こ
の手法の１つの特徴は、種々のチャネル条件を有するユーザと関連した異なる要件を活用
することである。
【００１３】
　例えば、優れたチャネル条件を有するユーザは、高次の変調および符号化のレートを使
用することが可能である。より低品質のチャネル条件は、必ずしも、このような高次の変
調技術に適合するとは限らない。種々の変調スキームは、種々の要件を有する。例えば、
より低次の変調技術は、より高次の変調技術に比較して、ＰＡＰＲ低減方法を適用する結
果として取り込まれるエラーがより高い可能性がある。そのため、使用される種々の変調
技術を有するサブキャリアの組について種々のＰＡＰＲ低減方法を使用することは、サブ
キャリアの所与の組と関連した要件を一意的に対処することを可能にする。
【００１４】
　一実施例においては、導入されたＰＡＰＲ方法（複数可）は、パイロットシンボルに影
響を及ぼさず、それにより、パイロットシンボルは、修正なしに伝送されて、受信機にお
いて信頼性が高く、単純なチャネル推定が可能になる。
【００１５】
　一実施例においては、サブキャリアの組が、使用される関連高次変調技術を有する場合
、ＰＡＰＲ低減方法の選択肢は、部分系列伝送ＰＴＳ方法である。一実施例においては、
回転因子についての情報を伝送するための追加のオーバーヘッドは、これらのユーザにと
ってデータ・レートに比較して小さいので、ＰＴＳは、使用されるより高い変調スキーム
を有するサブキャリアの組だけに適用される。６４ＱＡＭ（あるいはまた、１６ＱＡＭ）
変調を利用するすべてのユーザは、ＯＦＤＭシンボル毎に２ビットの追加情報を必要とす
る係数｛＋１、ｊ、－１、－ｊ｝のうちのいずれか１つによって回転されるＯＦＤＭシン
ボルを有することになる。一実施例においては、特定のユーザに対してのすべてのサブキ
ャリアが、同じ係数により回転される。このような実施例における回転因子についての情
報を伝達するための追加の制御シグナル伝達のオーバーヘッドは、比較的小さい。１２個
のサブキャリアからなるユーザ割り当てに対してのリソース・ブロックによるＥ－ＵＴＲ
Ａの適用の場合、それぞれ、１６ＱＡＭユーザにとっては、制御シグナル伝達のオーバー
ヘッドは、約２／４８であり、６４ＱＡＭにとっては、制御シグナル伝達のオーバーヘッ
ドは、約２／７２である。
【００１６】
　ＰＴＳは、スケジューラによって決定される伝送電力設定がＰＡＰＲ方法によって変わ
らないという利点を有する。さらには、ＰＴＳは、歪みをまったく取り込まず、高い変調
について特に重要なことであり、これらは、エラー・ベクトルの大きさＥＶＭによって測
定される変調エラーに対して非常に敏感であるからである。
【００１７】
　ＱＰＳＫ変調信号など、より低次の関連変調技術を有する信号は、変調エラーに対して
それほど敏感でなく、ＥＶＭに対してはより耐性がある。ＥＶＭ要件は、Ｅ－ＵＴＲＡに
おいて特異的な変調を規定され、ＥＶＭ要件は、より高い変調技術についての要件に比べ
て、ＱＰＳＫについてはそれほど厳密ではないので、ＰＡＰＲを下げようという意図によ
り、ＱＰＳＫサブキャリア信号に限られた量の信号歪みを取り込むことが可能である。
【００１８】
　また、ＱＰＳＫサブキャリアだけについて他の代替のＰＡＰＲ低減方法を取り込むこと
もより容易である。具体的には、適応コンステレーション拡張またはトーン・インジェク
ションは、受信機の複雑さが中等度高まることにより、ＱＰＳＫ変調信号について規定可
能であるが、それは、より高い変調については、著しく困難になる。
【００１９】
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　いくつかの実施例に使用される他の実施例ＰＡＰＲ低減方法は、クリッピング、適応コ
ンステレーション拡張、トーン・リザベーション、およびトーン・インジェクションを含
む。この説明を所与として、当業者は、どのＰＡＰＲ低減方法（複数可）が、特定の変調
スキームとよく機能して、それらの特定の状況の要求を満たすかを認識するであろう。
【００２０】
　３０において、選択されたＰＡＰＲ低減方法は、サブキャリアの対応する組に適用され
る。適用されたＰＡＰＲ低減方法（複数可）は、コンポジット信号のピークの大きさを低
減するように意図される。
【００２１】
　一実施例においては、少なくとも２人のユーザは、ユーザそれぞれのサブキャリアにＰ
ＡＰＲ低減を適用することを保証するコンポジット信号のピークに対する貢献を有する。
種々のユーザが、所与の時間において、ユーザの指定されたサブキャリアに使用される種
々の変調スキームを有する場合、種々のＰＡＰＲ低減方法は、サブキャリアのユーザそれ
ぞれの組について選択され、使用される。
【００２２】
　一実施例においては、少なくともある場合、およびいくつかの場合においては、一時的
にまたは恒久的に使用されず、変調データ・シンボルをまったく伝えない複数のキャリア
を利用して、ＰＡＰＲを下げるための補償信号を取り込むことが可能である。ＰＡＰＲの
補償に恒久的に使用されるサブキャリアの場合、この技術は、トーン・リザベーション方
法として知られている。
【００２３】
　開示される実施例の１つの特徴は、それらの実施例により、通信システム装置において
費用削減が可能になることである。例えば、より低いＰＡＰＲは、より低い電力増幅器バ
ックオフが必要であり、電力増幅器の電力効率性が増大するということを意味する。言い
換えれば、開示される実施例により、開示される技術が利用されなかった場合に存在する
ことになる、より高価な増幅器が必要であることを回避して、より高いＰＡＰＲを調整す
ることが可能である。
【００２４】
　前述の説明は、性質上、制限的ではなく、例示的である。開示される実施例に対する変
更形態および修正形態は、本発明の本質から必ずしも逸脱しないことが当業者には明らか
になることが可能である。本発明に対する所与の法的保護の範囲は、以下の特許請求の範
囲を検討することだけによって決定可能である。
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